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 ３ ５段階評定集計表作成上の注意 

  (1) 分校をもつ中学校は、本校、分校別にそれぞれ作成する。 

  (2) 「在籍数」の欄は、平成21年12月末日における第３学年の在籍生徒数を記入する。 

  (3) 「評定段階別人数」の欄は、学年ごと、教科ごと、及び評定ごとに人数を記入する。 

  (4) 「評定平均」の欄は、教科ごとに小数点第２位を四捨五入したものを記入する。 

    (5)  中学校長は、平成 21年 12月末日をもって評価した卒業見込者全員による５段階評定集計表（様式

８）を作成し、平成22年２月24日(水)までに、教育長に提出しなければならない。この場合において、

５段階評定集計表は、入試処理システムを導入している中学校においては、入試処理システムにより出

力されたものとし、提出の際、入試処理システムにより作成されたフロッピィ（正・副）を添えること。 

     また、提出先は、山梨県教育庁高校教育課(以下｢高校教育課｣という。)とする。 

 

第６ 検査 

 １ 受検者 

   志願者全員とする。 

 ２ 検査方法 

  (1) 全ての学科及びコースにおいて面接を実施する。 

  (2) 面接のほか、志願先高等学校長が必要と認める場合は、作文、特技、個性表現のいずれか（複数可）を

併せて実施することができる。 

  (3) 各高等学校において実施する検査方法は、「前期募集選抜方法」に示す。 

  (4) 面接、作文、特技及び個性表現の実施方法等詳細については、別途教育長の通知により、志願先高等学

校長が定める。 

 ３ 検査会場 

   各志願先高等学校とする。 

 ４ 検査期日 

   平成22年１月26日(火)及び１月27日(水)とするが、集合時間、検査時間等は各高等学校長が指示する。  

   志願者の状況によっては、１月 28日(木)を含めて３日間とすることができる。また、検査時間等も志願

者の状況によって変更することができる。 

 

第７ 選抜方法 

 １ 各高等学校が定める「選抜資料比重」に基づき、調査書の記録、面接の結果及び志願先高等学校長が定め

る検査の成績を総合判定し、選抜する。 

 ２ 普通科に設置されているコースへの指定については、当該高等学校が定める「前期募集選抜方法」に基づ

き、普通科の入学許可予定者のうちコースを希望している者を対象として、得点の上位順にコースに指定す

る。コースの指定に漏れた者のうちコース以外に普通科を希望しない者は、入学許可予定者から除き、それ

に相当する数の者を、当初の入学許可予定者以外の者から選抜する。 

   なお、前期募集では、コース希望者を普通科とは別枠で選抜することもできる。この場合は、事前に「前

期募集選抜方法」で選抜方法等を明示する。 

 ３ 志願者から自己申告書又は中学校長から「欠席日数の多い生徒に関する事情説明書」及び「帰国生徒等に

関する事情説明書」の提出を受けた高等学校長は、それらを総合判定の参考資料とすることができる。ま

た、必要に応じて個人面接を実施することができ、その場合においても、面接の結果を総合判定の参考資

料とすることができる。 
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